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フーゴー・グロティウスにおける「信仰箇条」  

―神の「存在証明」と宗派間の調和―  
 

稲垣  健太郎  
 

導入	

 

本稿は，17 世紀オランダの法学者フーゴー・グロティウス（Hugo Grotius, 

1583-1645）の著作のうち，『戦争と平和の法』（1625）1の第 2 巻第 20 章第 45

節において展開される「真の宗教」をめぐる議論を起点に，グロティウスのミ

ニマルな「信仰箇条」と宗派間和解主義（Irenik）について考察を試みるもので

ある．その際に機軸となるテクストとして，『メレティウス，あるいはキリスト

教徒の間で一致する事柄についての文書』（1611）2を挙げる．本テクストで展

開されるグロティウスの「神の存在証明」やキリスト教観は，後のグロティウ

スが提出する自然法理論や，世俗為政者と聖職者の鋭い対立の中で彫琢された

主権論を考察する上で，重要な前提をなすと思われるからである． 

 

問題設定	

 

グロティウスは初期近代主権論や自然法学の重要人物の一人として，既に多

くの研究の対象とされてきた．しかし従来の研究において，グロティウスは主

に国際法学や自然法理論の文脈で紹介されてきたと言える．とりわけグロティ

ウスの主著と看做される『戦争と平和の法』や，その「プロトタイプ」とも言

うべき『捕獲法論』（1604/5）が主要な研究対象とされ 3，彼の神学的著作は充

分に論じられてこなかった．だが，グロティウスが 1610年代に神学的著作を発

表ないしは執筆した事実や，最晩年に旧約聖書・新約聖書への註解を発表し，

後の聖書解釈学にも少なからぬ影響を与えた事実に鑑みると，法学者としての

グロティウスを強調するのみでは不十分であるように思われる．この問題の具



フーゴー・グロティウスにおける「信仰箇条」 

 3 

体的な例として，まずグロティウスの「不敬虔な仮定」に注目してみたい． 

法制史，特に自然法理論史の文脈における通説的な理解によれば，グロティ

ウスは神学的な議論に基づく自然法を世俗化した，という点で画期的な功績を

残した．こうした説明は『戦争と平和の法』のプロレゴメナにおいて表明され

る「不敬虔な仮定」に一部依拠したものであると言える．即ち，そこにおいて

グロティウスは，「神が存在しないとか，神は人事を顧慮しないといった，最大

の冒涜を犯さずには認めることができないことを敢えて容認したとしても」4，

自然法に関する諸々の事柄 – たとえば人間が他の地上の動物にもまさって社

会的〔結合の〕力を有していること，あるいは人間が判断力を有し，現在の事

柄のみならず，将来の事柄に関しても何が有益であるかを査定すること 5 – は

ある程度まで妥当すると述べており，この文言の一面的な理解を以て，グロテ

ィウスの世俗性が過度に強調されてきたことは否定できないように思われる．

しかし，グロティウス自身がまさに「神が存在しないとか，神は人事を顧慮し

ないこと」を「我々が敢えて容認したとしても」という表現を用いていること，

それどころか，そうした容認は「最大の冒涜」を以て敢えてなしうると述べて

いることに鑑みると，通説的に紹介されてきた「不敬虔な仮定」をグロティウ

ス自身がどこまで想定していたかは曖昧なものとなる．	  

いずれにしても，こうした「不敬虔な仮定」から出発してグロティウスが自

然法理論を展開したか否か，という問題は，さらに敷衍することが可能である

ように思われる．つまり，グロティウス自身が示した神学に関する見解が彼の

政治・法思想にどの程度反映されているのか，という問題を提出できるのでは

ないか． 

本稿は，グロティウスの政治思想と聖書解釈とを架橋する上で前提となる「神

の存在証明」やキリスト教理解に焦点を絞ることとなる．その際，議論の出発

点として，グロティウスの主著と看做される『戦争と平和の法』で展開される

「真の宗教」についての議論を参照する．後述するように，グロティウスは「真

の宗教」の「信仰箇条」として，四つの公理をあげる．これらの四公理は，『戦

争と平和の法』に先立つ『メレティウス』において，より具体的な形で論証さ

れている．したがって本稿の目標の第一は，『戦争と平和の法』において明示さ

れていないグロティウスによる神の「存在証明」を俎上に載せることである．
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この証明と「信仰箇条」とがどのように関連付けられるのかを『メレティウス』

と『戦争と平和の法』の比較を通じて具体的に検討することが，本論考の目標

の第二となる．さらに，両著作で示される「信仰箇条」が，キリスト教諸宗派

の調和とどのような関係にあるのかを論じることが，本稿の第三の目的となる． 

 

「真の宗教」の基礎づけ	

 

冒頭で述べたように，『戦争と平和の法』第 2巻第 20章第 45節において，グ

ロティウスは「真の宗教」をめぐる議論を展開している．同章は「刑罰につい

て（De Poenis）」と題されており，その題目が示すように刑法理論が扱われる．

この文脈でグロティウスは，主権者が国家の安寧に関する特別の配慮に並んで，

人類に対し普遍的な配慮をする必要があると述べる． 

 

司教たちが教会事項において，全教会に対して責任を負うよう命じられた

のと同様に，王たちもまた，自身の国家の領地と並んで，人類の普遍的な

社会に対する配慮に心を砕くよう命じられたことがここから帰結される．6 

 

人類に対する普遍的な配慮とは即ち，人類全体になされる不法行為に主権者

が介入する，ということに他ならない．そしてこの不法行為には，宗教的な事

柄も含まれる．ここでグロティウスは，プラトーンが宗教を「権力の砦」や「諸

法と高貴な教えの紐帯」と呼んだこと 7に触れつつ，一国の宗教ではなく，人

類にとり普遍的な宗教を議論の俎上に載せる．つまり，キリスト教のみを想定

しているのではなく，グロティウスが「真の宗教」と呼ぶところの普遍的な宗

教が念頭に置かれていることに注意を促す．この「真の宗教」は，四つの公理

（pronuntiatum）によって支えられる 8． 

 

我々があらゆる事柄をより深く検証していくと，注目すべきは「真の宗教」

である．この真の宗教は，あらゆる時代に共通であり，特に四つの公理に

よって支えられている．その第一とは，神が存在し，しかもその神が唯一

であることである．第二に，神は見られるような存在ではない．そうでは



フーゴー・グロティウスにおける「信仰箇条」 

 5 

なく，あらゆる可視のものよりも高いのである．第三に，神によって人間

的事柄が配慮され，最も公平に判断がなされること．第四に，神は自身以

外のあらゆるものの創造者であること．これら四つの命題は，十戒の掟に

おいて，それぞれの順序に対応するように述べられている．9 

 

「真の宗教」を支える四つの公理は，それぞれが十戒と対応関係にある．では，

グロティウスの提出する公理がモーセの十戒とどのように対応するのか． 

十戒の第一戒は「あなたには，わたしをおいてほかに神があってはならな

い」10 である．しかし，この第一戒につきグロティウスは，神の唯一性に言及

するに過ぎない 11． 

グロティウスが示す神の不可視性と至高性に関する第二公理は，第二戒「あ

なたはいかなる像も造ってはならない．上は天にあり，下は地にあり，また地

の下の水の中にある，いかなるものの形も造ってはならない」12と対応する． 

続いて第三公理につきグロティウスは，以下のように自身の議論を補足する． 

 

第三の公理につき理解されるのは，人間の思考を含めての人間的事柄に関

する神の知と配慮である．それというのも，これは，宣誓（jurisjurandi）

の基礎をなすからである．蓋し，神が心の証人となるからでもある．そし

て，何者かが過ちを冒すならば，神は復讐者となる．このことが，神の正

義と同時に神の力を示している．13 

 

第三戒は，「あなたの神，主の名をみだりに唱えてはならない．みだりにその

名を唱える者を主は罰せずにはおかれない」14 とある．第三公理と第三戒とを

対応させるのであれば，主の名をみだりに唱えることが，何者かが冒す過ちで

あり，それに対して神は罰を下す，ということになろう． 

第四公理に対してグロティウスは，世界の起源こそが神を権威づける，とい

う点を指摘する 15．第四戒は「安息日を心に留め，これを聖別せよ」とあるよ

うに，安息日に関して規定されている 16．安息日は創世という神の御業と密接

に結びつく．したがって，安息日の規定を守らないということは，神があらゆ

るものの創造主であることを否定することに他ならない，という論理である 17． 
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グロティウスが提出する四つの公理は同時に，彼が神をどのように理解して

いたかを示唆するものでもある．即ち，第一公理に注目すると，神は – その存

在証明過程が明確に示されているわけではないが – 唯一の存在である．さらに，

第二公理から第四公理を考慮すると，神は不可視の存在であり，人間的事柄へ

の配慮と判断をし，あらゆるものの創造主としてある
．．
ことになる． 

神の性質を規定する四公理は，事物の自然本性から引き出された諸論拠によ

って証明される 18．即ち，グロティウスの四公理は，信仰のみから導きだされ

るものではなく，理性的に導出されるものである，ということである． 

 

『メレティウス』における神の性質	

 

以上の四公理に関する「論証」は，『メレティウス』にも通じるものである．

それゆえ，『戦争と平和の法』においてグロティウスが提出する「信仰箇条」を

論じる上で，『メレティウス』での議論を参照することは重要な作業のひとつと

言える．以下では，『メレティウス』につき概説的な情報を確認した後，同書に

おける「神の存在証明」を検討する． 

本書の題目に示されているメレティウスは，1590年よりアレクサンドリアの

総主教を務めたメレティウス・ペーガス（Meletius Pegas, 1549-1601）を指す．

メレティウスは，西欧キリスト教の伝統，特にアウグスティヌスの神学に通じ，

その知見を以て，教皇の首位性に対する反駁を試みた． 

メレティウスが当時のネーデルラントの論者に全く知られていない存在では

なかった，ということは，グロティウスの交友関係からも窺い知ることができ

る 19．しかしなぜグロティウスは，アレクサンドリア総主教であったメレティ

ウスの名にちなむタイトルを同書につけたのか．我々は，『メレティウス』の冒

頭第 5節からこの問いに対する答えを得ることができる． 

 

メレティウス氏は，アレクサンドリア総主教であったのみならず，コンス

タンティノープルの教会を支配した人物であった．彼は聖性に忠実な礼拝

をし，あらゆる学識の類に秀でていた．実に彼は，ギリシア人には珍しく，

ラテン語を話し，ラテン語の最も著名な書き手による著作も読んでいた．
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その上，彼はキリスト教徒の間の平和を愛するので，彼は我々の意見の相

違を非難するたびに涙を流さずにはいられないほどである〔...〕．しかし何

にも増して彼は，キリスト教徒の間での合意の点を強調していた．彼がか

つて述べたように，このようなキリスト教徒のあいだでの合意は，普通に

考えられているよりも普遍的でありかつ重大なのである．20 

 

グロティウスによれば，メレティウスはキリスト教徒の間での合意を極めて

重視していた．また，メレティウスは哲学の諸学派とキリスト教の教えが相反

するものではないと主張した．こうしたメレティウスの立場に惹かれ，グロテ

ィウスは本書の題目にメレティウスの名をあてたと言えよう． 

『メレティウス』の第 6節において，グロティウスはキリスト教が他の宗教と

どの点で共通しているのかを論じる． 

 

したがって，キリスト教が他の多くの – すべてではない – 宗教と共有す

る第一は，それが宗教であるということである．蓋し，不敬虔な者や我々

が無神論者と呼ぶ者は，この境界から排除される．しかし宗教は，使徒パ

ウロがヘブライ人への手紙において挙げる二つのこと，即ち，神が存在す

ると信じ，加えて神が自身に喜ばれることを熱心に望む者に報いると信じ

ることなしでは無である．21  

 

ここでグロティウスは，ヘブライ人への手紙 11: 6 22を引き，宗教の最重要の要

素を挙げる．即ち，神が存在すること，そして，神は自身を求める者たちに報

いることを信じなければならない．この二つの要素のうち，前者は以下のよう

に証明される． 

 

神が存在することは，極めて広い人間の合意から明らかであるのみならず，

相互に依存するところの諸原因と諸事物の秩序からも極めて明白に証明さ

れる．23 

 

グロティウスが提出する神の存在証明は，「諸原因の相互依存の秩序と諸存在
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の位階」を遡り，第一原因としての神に到達する，という方法に拠る．では，

このように存在を証明される神とはいかなる存在であるのか．グロティウスは

まず，神の知性に言及する． 

 

しかし，神が報い手であることが示される前に，幾つかの点を確認する必

要がある．蓋し，第一に，神は知性的存在者である．このことは，次のこ

とによって示される．即ち，作り手よりも優れたものなど何もない，とい

うことによってである．したがって，神は世界でなければ，普通に言われ

るところの自然でもない．神は〔それらより〕高貴かつ聖なる何かしらの

存在である．24 

 

ここでグロティウスは神の有する属性として「知性（intellectus）」をとりあ

げる．この知性は就中，創世という業と関連付けられる形で指摘される．しか

しグロティウスによれば，神は知性のみを有する存在ではない． 

 

神は知性のみでなく，意思，あるいはいわゆる自由意志（προαίρεσιν）を有

していなければならない．蓋し，こうした自由意志を有するものは，そう

でないものよりも完全であるからである．25 

  

神の有する自由意志はさらに，立法者（legisrator）としての神を導く重要な

属性である．その際グロティウスは，上位の神と下位の人間という枠組みを用

い，自由意志を有する二者の間に成立する服従関係を次のようにまとめる． 

 

さらに神が立法者として認められることが導かれる．実際，神が自由意志

を有するのであれば，人間もまた自由意志を有することになる．ところで

神は上位のものであり，人間は下位のものである．上位のものは下位のも

のに対して影響を与える．ちょうど，上位のものが行動し，下位のものが

受け身にまわるように．結果として，神は自由意志にしたがって人間に対

して影響を与えるのである．ところで，こうした行為，自由な上位者の，

下位者の自由選択に対する行為は，法あるいは命令権（imperium）に他な
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らない．26 

 

立法者としての神という性質に続いて，グロティウスは創造主としての神を

論じる．とりわけ，人間的な事柄に配慮する神の性質が強調される． 

 

続けて，神は自身によって創造された事物に配慮することが確認されるべ

きである．この創造物とは，ある者たちが望むように天上のものだけでは

なく，実際には人間的な事柄も〔指すのである〕．27 

 

ここまでグロティウスが数え上げてきた神の性質は，いずれも独立的に扱わ

れるべきものではない．即ち，神が立法者として人間に服従を要請する以上，

神は人間に配慮することとなり，神に服従する人間に対しては報い手としてあ

る，ということになる．また，以上の神の性質は，グロティウスによれば「キ

リスト教が他のすべての宗教，それらが偽りの宗教であろうと，真の，しかし

不完全な宗教 – まずもって自然宗教，続いてモーセの宗教 – であろうと，そ

れらと共有している諸々の事柄」28でもある．これら神の性質を否定する者は，

宗教 – 世界で最も重要な事柄（res maxima in mundo）– を廃する者なのである． 

宗教が世界で最も重要な事柄であること．「宗教が目指すのは，ただ最善ある

いは最高善である」29．何に最高善が，換言すれば至福（beatitudo）が存するの

かは，哲学史上の大きな対立点でもあった．しかしこの点につきキリスト教は，

「正しい理性によって，人間の最高善が，最も十全にそれ自体で最高の善である

ところのもの，即ち，神に存すること」30 を教えている．人間にとっての最高

善が神である以上，「この儚い生において人間にとっての最高善を見出そうとす

る者は皆誤っていた」31ことになる．たとえ彼ら – アリストテレスやストア派

の哲学者が主である – がこの世の生の最高善を徳に求めたとしても，「死の予

期（expectatio mortis）」や「苦痛に耐えること（perpessio dolorum）」を前提とす

るが故に，徳において最高善を見出すことはできない 32． 

また，死後の生を信じるにしても，ユダヤ教徒のように飲食に最大の幸福を

見出し，イスラーム教徒のように性愛の快楽に最大の幸福を見出すことも，最

高善を捉え損なうことになる 33．グロティウスにとり，人間の最高善はこの世
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の生に関わるのではなく，ただ神に関わる．そしてそれゆえに，宗教はこの世

で最も重要なものと看做されるのである． 

 

宗教の理論:『メレティウス』における神の存在証明	

 

ここまでグロティウスは，人間の最高善を目指すものとして宗教一般に関し

て論証を進めてきた．第 19節においてグロティウスは，宗教を理論と実践とに

区分する．即ち，宗教は自由意思に基づく諸々の行動に関するが，あらゆる意

思的行動には知性が先立つので，「宗教は必然的に二つの部分を有することにな

る．一方は理論（θεωρητιχή），他方は実践（πραχτιχή）である．前者は教義（δόγµατα）

から，後者は倫理的規定（παραινέσεις）からなる」34．宗教の理論面につき第一

に扱われるのは，既に確認した神の「存在証明」に係る． 

 

これらの教えの間で第一の地位を占めるのは，唯一の神が存在することで

ある．これは，神が存在することを我々に信じさせるまさに同じ証明から

立証される．蓋し，万物は一から生じ，一のために存在するからである．

さらに，神の完璧な自然本性と至福，加えて万物に対する支配が，このこ

とを要求する．35 

 

上述のように，グロティウスは諸原因の相互依存の秩序と諸存在の位階を辿

ることで神の存在を証明する．この証明の必然的帰結として，神は唯一である

ことが導かれる．これに続けてグロティウスは，キリスト教における神の観念

に注目する． 

 

キリスト教は，最善であると言われ，あるいは考えられうることすべてを

神に付与する．それゆえに神が最も単純であり，無限であり，最善である

ことを主張し，神が実体を有し，複合的であり，可変的であり，空間や時

間によって制限される，ということは否定される．36 

 

こうした神の性質は差し当たり，アリストテレスやプラトーン主義者の用語
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によって言い換えられる．しかし，それらの用語を超えて神の性質を正確に捉

えるのは，他ならぬキリスト教である． 

 

したがって，こうした一なる不可分の自然本性から第一に，「ある」それ自

体とは何であるかが，第二に神的理性，第三に力とは何であるかが理解さ

れる．アリストテレスもまた，後者二つを神において認めているように思

われる．即ち，「思考と活動（νοῦν καὶ ἐνέργειαν）」と呼称している．蓋し，

神がこれらを有さなければ，神は自身によって為された事物よりも劣るこ

とになるからである．プラトーン主義者たちによっても，理性はロゴスや

智と呼ばれているが，こうした事柄それ自体やその名称は，キリスト教徒

によってより明白に説明される．再び神の力は，キリスト教徒のあいだで

は，この名〔神の力〕によって呼ばれることもあれば，聖霊とも呼ばれる．

聖霊という呼び方により，神の力の非物質性（τὸ ἀσώµατον）のみならず，

その活動性（τὸ ἐνέργετιχόν）もまた示される．37 

 

以上の議論は，神に内在的に進められてきた．グロティウスはさらに，神と

その他の事物との関係で，神の性質に考察を加える．神とその他の事物との関

係を考察すると，「神が創造主であり万物の支配者であること」38が明らかにな

るという．「神が創造主であることは，神の存在証明と同様の手続により示され

る．即ち，諸々の原因の連鎖 – 第一の原初に留まらざるを得ない – によって

示される」39のである． 

『メレティウス』の第 3章までで扱われた宗教の理論面は，第 4章における宗

教の実践面へとつながる．宗教の実践面は，神に対する義務，個人に対する義

務及び全人類に対する義務に分けて説明される 40．このうち神に対する義務を，

グロティウスは内的な義務と外的なそれとに区分する． 

 

神に対する義務に関しては，内的なものと外的なものに分かたれる．内的

な義務とは，霊魂を以て達成されるところのものである．それらにおいて

は，特に二つのものが抜きん出ている．即ち，神を信じ，そして神を呼び

求める（invocare）ことである．41 
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神を信じること．それは神が存在することを信じるのみならず，神の絶対的

な正しさを信じることを意味する．では，神を呼ぶとはどういうことなのか．

それは，十戒のうち，神の名をみだりに唱えることを禁じる掟と，換言すれば，

『戦争と平和の法』第 2巻第 20章第 45節で確認した第三の公理とどのような関

係にあるのか． 

 

プラトーン – 彼は自ら，何に祈らなければならないかを知らないと認めて

いたが – が言うように，神を呼び求めることは，最も危険なことである．

さらに詩人たちは，彼らの神への祈りが聞き届けられなかったら〔生じる

であろう〕多くの極めて不幸な出来事を示している．しかしキリスト教徒

たちは，神が礼拝されることを否定する哲学者たちの不敬虔さに対して，

第一に神に祈ることを教えられる．さらに，通俗的な無知とは異なり，キ

リスト教徒たちは何に祈らなければならないかを教えられる．即ち，神が

崇拝され，あらゆる点で従われるように，神の栄光と名誉とに関わるもの

を祈るように教えられる．42 

 

神を呼ぶことは危険である．この点につき，『戦争と平和の法』の第三公理と

『メレティウス』の議論に大きな違いはない．しかし『メレティウス』は，キリ

スト教の護教論としても理解されうる．即ち，キリスト教徒こそが神に祈るこ

と，さらに何を崇めるべきかを知っているので，神をむやみに呼ぶ危険を冒す

ことはない，という結論が導かれることになる． 

 

結語・展望	

 

以上の議論を踏まえて，『戦争と平和の法』第 2巻第 20章第 45節と『メレテ

ィウス』との関係を整理する．まず神の存在とその唯一性につき，『戦争と平和

の法』では十戒のうち第一戒を説明する形で主張された神の存在は，『メレティ

ウス』において諸原因の相互依存の秩序と諸存在の位階に基づき論証される．

さらに神の不可視性と至高性は，神の知性との関係から導かれる．即ち，神が
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知性を有し，世界を創造した以上，神を世界とも自然とも同一視することはで

きず，神は「高貴かつ聖なる何かしらの存在」に他ならない．また，神が創造

主として人間を創り，被造物であるところの人間が自由意志を有する以上，神

もまた自由意志を有することが帰結されなければならない．それゆえに，『メレ

ティウス』では，神の立法者としての性質にも注目される，神が人間に対して

法とインペリウムを行使し，人間が神に服従する限り，神は人間に報いる存在

と看做される．これは即ち，神が人間を配慮する（curare）ことを意味する． 

このように，『戦争と平和の法』における「真の宗教」論と『メレティウス』

のキリスト教論は，かなりの程度一致していると言える．無論この共通性は，

「真の宗教」とキリスト教とをどこまで重ねることができるか，という問題を開

くものでもある．しかし我々にとり重要であるのは，『メレティウス』における

神の諸性質についての議論が具体的にどのような結論へとつながるのか，とい

う問題である．そしてこの問題は，『メレティウス』が執筆された当時のオラン

ダの政治状況において検討されるべきである． 

『メレティウス』の成立は，往復書簡等の史的な裏付けにより，1611 年頃と

推定されている 43．1610年代のオランダの政治状況に鑑みるとき，我々は『メ

レティウス』において表明されるグロティウスの次のような立場をどのように

理解すべきなのであろうか． 

 

したがって，こうした病理〔教義上の対立〕を回復するためには，信仰の

教義の数を最小限に留める必要がある．それらの教義は，極めて明白でな

ければならない．そして，偏見から離れた敬虔な知恵の完成に関わるとこ

ろの他の教義については，聖書の導きによって探求されなければならな

い．44 

 

1610年代のネーデルラントでは，カルヴァン派の「予定説」につき，神の選

びに対する人的意志の参与の余地を認める説を展開したヤコブス・アルミニウ

ス（Jacobus Arminius, 1560-1609）の支持者（アルミニウス主義者）と，神の選

びの絶対性を強調するフランシスクス・ゴマルス（Franciscus Gomarus, 

1563-1641）の支持者（ゴマルス主義者）の対立が急速に進んでいた．この対立
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の最中に『メレティウス』が執筆されたことに鑑みると，信仰上の教義を最小

限に留めるというグロティウスの主張は，教義をめぐる現実の鋭い対立を念頭

に置いたものであると言える．さらに，極めて明白な信仰の教義とは，神に関

するものに限るのであれば，本稿において論じた四公理と重ねて考えることが

できるのではないか．即ち，宗教の根幹をなす四公理を認めることこそが，グ

ロティウスの提出する「信仰箇条」であるように思われる．その意味でグロテ

ィウスは，キリスト教徒の間の合意を目指したアレクサンドリア総主教メレテ

ィウスの構想を引き継いでいると言えよう． 

 

＊＊＊	

 

信仰上の教義は最小限に留めるべきである，という主張は，アルミニウス主

義者とゴマルス主義者の対立の最中，1617年頃に執筆された『宗教的事項に関

する最高主権者のインペリウムについて』45 においても表明されている．同書

は，「最高主権者のインペリウムが，世俗的事項のみならず，宗教的事項にもま

た及ぶ」46ことの論証をその目的とする． 

この De imperioの第 6章においてグロティウスは，キリスト教会史を振り返

りつつ，鋭い教義対立を解決するためには何が必要であるかを述べている．グ

ロティウスによれば，教会の不和を解消するには，最高主権者（summa potestas）

が何らかの策を講じなければならない．「ある教義あるいは神の法が説明される

ならば，それらが聖書との合致に至ったかどうかを探求するのは，最高主権者

の権利であるどころか，義務でさえある」47ことが，その所以である． 

では最高主権者は具体的にいかなる策をとるべきか．グロティウスが挙げる

のは，可能な限り救済に不可欠，ないしは非常に有益な教義を除いて，定義を

控えることである 48．ここで我々は，『メレティウス』においてグロティウスが

示した，信仰上の教義を最小限に留める，という見解に再び出会うこととなる． 

上で触れたように，De imperioの主題は最高主権者の対宗教権限の弁証であ

るとはいえ，De imperioにおいてもまた，グロティウスの宗派間和解主義を認

めることができる．こうした宗派間和解主義と，最高主権者の対宗教権限がど

のような関係に立つのかを，De imperioと『メレティウス』の比較を通じて検
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討することが今後の課題となる．さらにこの検討作業は，グロティウスにおけ

る神学と政治思想の連関に関する論究へとつながるものとなろう． 
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